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令和 7年 1～12月分　医療費控除の明細書

それ
※①②③に進んだ方は、下部の結果をご確認ください。
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令和 8年度　市民税・県民税の申告の手引き
提出期限は

3月16日

申告が必要な方1

市民税・県民税申告書以外に準備する課税資料等2

7

7

7

申告はかんたんな郵送で

氏名・生年月日・
電話番号・個人番号
を記入

課税資料を準備
・収入の資料
・控除の証明書
・医療費控除の
明細書等

①
申告書と課税
資料を返信用
封筒へ

②

ポストへ
投函

③
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人 ❶提出された資料は返却しません。資料の返却や受付書が必要な方は、切手を貼り宛名を記入した
返信用封筒を同封してください。
❷申告書のコピーが必要な方は、コピーしてから提出してください。
❸必要な資料が添付されていない場合は、所得や控除を修正します。
❹障害者・寡婦 /ひとり親など、配偶者 /扶養親族（申告書表面の2欄）の人的控除については、原則、
添付された証明書の記載のとおりに処理しますので、変更がある場合は申告書への記入をお願い
します。

※住宅ローン控除がある場合は③
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所得から差し引かれる金額に関する事項2

所得から差し引かれる金額に関する事項 （続き）2

収入金額等5

所得金額調整控除に関する事項 （申告書裏面）16

寄附金に関する事項3

本人に関する事項

85

58

給与収入 （A） 公的年金等収入 （A） 公的年金等の雑所得
～   650,999円

651,000円～1,899,999円
1,900,000円～3,599,999円
3,600,000円～6,599,999円
6,600,000円～8,499,999円
8,500,000円～　　　　　　

0円
（A）－ 650,000円
（A）÷ 4（1,000円未満切捨）× 2.8－ 80,000円
（A）÷ 4（1,000円未満切捨）× 3.2－ 440,000円
｛（A）× 0.9 ｝－ 1,100,000円（1円未満切捨）
（A）－ 1,950,000円

～1,299,999円
1,300,000円～4,099,999円
4,100,000円～7,699,999円
7,700,000円～9,999,999円
10,000,000円～　　　　　　

～3,299,999円
3,300,000円～4,099,999円
4,100,000円～7,699,999円
7,700,000円～9,999,999円
10,000,000円～　　　　　　

（A）－600,000円
（A）×0.75－275,000円
（A）×0.85－685,000円
（A）×0.95－1,455,000円
（A）－1,955,000円
（A）－1,100,000円
（A）×0.75－275,000円
（A）×0.85－685,000円
（A）×0.95－1,455,000円
（A）－1,955,000円

給与所得 年 齢

65歳未満
(昭和36年1月2日
以降に生まれた方)

65歳以上
(昭和36年1月1日
以前に生まれた方)

「配偶者控除」 「配偶者特別控除」 「同一生計配偶者」
　あなたと生計を一にし、扶養している配偶者の氏名や生年
月日、住所などを記入してください。
　控除が適用となるかは、納税義務者と配偶者それぞれの合
計所得金額に応じて異なります。右表を参考にしてください。

「扶養親族」 「特定親族」
　あなたと生計を一にし、扶養している親族で、昨年中の
合計所得金額が58万円以下（給与収入のみなら123万円以下）の方がいる場合は、氏名や生年月日、住所などを記入し
てください。  （他の方の扶養親族になっている方、事業専従者を除く）
※19 歳以上 23 歳未満の扶養親族の合計所得金額が 580,001 円～1,230,000 円（給与収入のみなら 1,230,001 円～
1,880,000円）の場合は特定親族特別控除が適用になります。
　あなたの扶養親族（配偶者を含む）で障害を持った方がいる場合、お持ちの障害者手帳などの種類に○をし、等級を
記入してください。手帳の提示または写しの添付が必要です。

配偶者の
合計所得金額

適用なし

納税義務者の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
配偶者控除が適用

配偶者特別控除が適用

58万円以下

133万円超

58万円超
～133万円以下

申告書（表面）の書き方

職員記入欄職員記入欄

記入箇所がわからない場合は、氏名等を記入し収入や控除がわかる資料を添付するのみで問題ありません。

収入がなかった場
合には、1～4のう
ち該当する項目に
必要事項を記入し
てください。

必ず記入してください。

上尾市本町 3－1－1

上尾　一郎
アゲオ　イチロウ
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上尾　二郎
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子
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63 1

支払った医療費と保険金などで補填される金額の合計額を
それぞれに記入してください。
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を利用
する場合は「選択する」の右の欄に「1」と記入してください。

25,00095,180


